


























資 料 １２

施設管理業務一覧（現行）

◆丹後勤労者福祉会館

２9年度委託額（円）

1 清掃 ※下記参照 878,163

2 自家用電気工作物保安管理 毎月 123,120

3 消防関係設備点検 年２回 21,600

4 空調設備点検 年４回 297000

5 機械警備 毎日 261,792

6 夜間管理人業務 毎日 1,287,658

7 清掃業務（ガラス） ガラス年2回 64,800

8 衛生害虫等防除作業 年２回 38,880

「清掃業務作業基準」

　１　毎日清掃

　（１）通路、トイレ及び館外の清掃、各教室の掃除機かけ、ごみ集め等とする。

  （２）会場使用分に対する配湯、湯茶器並びに灰皿を準備し、使用後にはそれらを引き上げ、水洗いする。

  （４）休日は、原則として休館日（毎月第１月曜日）及び年末年始（１２月２８日から翌年１月４日まで）とする。

　　　　上記以外は、毎日就業とし、祝祭日は就業日とする。

  （５）就業は１日１人就業とし、複数人でローテーション就業をする。

  （６）その他、特に指示する事項

　２　毎週清掃

  （１）高所のガラス拭き等の清掃作業とする。

  （３）就業日は、１日１人就業とする。

  （４）その他特に指示する事項

館内の清掃業務（日常清掃・定期清掃）

電気事業法に基づく精密検査業務

委 託 業 務 名 業 務 の 内 容 ・ 回 数

  （２）就業日は、原則として第３水曜日を除く毎週水曜日とし、就業時間は午前８時３０分から午後４時３０分までの
  　    実働７時間とする。ただし、１月、２月、３月は、第１水曜日も休日とする。

消防用設備等点検業務
防火対象物定期点検業務
建築物における衛生的環境の確保に関する法律による
空気環境調整業務（冷暖房切替整備業務を含む）

  （３）就業時間は、午前９時から午後３時までの実働５時間とする。ただし、土曜日及び日曜日は、午前８時から
       午後２時までの実働５時間とする。

防犯・火災異常・設備異常・非常通報提供業務

夜間における管理人等業務

特殊清掃作業

害虫等の防除作業



資 料 １３

１　利用料金

午前の部 午後の部

午前９時から 午後１時から

正午まで 午後５時まで

円 円

平日 2,300 2,600

土曜日、日曜日及び休日 2,800 3,000

250 250

1,000 1,200

800 900

900 1,000

1,000 1,200

900 1,000

800 900

1,000 1,200

900 1,000

1,000 1,200

900 1,000

※トレーニングルームを個人利用する場合は利用回数券（１０００円５枚綴り）を利用

　できるものとする

２　２以上の部にわたって引き続き使用する場合の利用料金

各部の利用料金の合計額に１０分の９を乗じて得た額

３　使用時間を延長した場合の利用料金

４　トレーニングルームを特別な設備の準備又は撤去のために使用する場合の利用料金

その時間の属する部の利用料金の額に１０分の５を乗じて得た額

京都府立丹後勤労者福祉会館の利用料金（現行）

延長使用時間１時間(３０分未満は切り捨て、３０分以上１時間未満は１時間として
計算する。）につき、当初に使用の承認を受けた部の利用料金の額に１０分の４を
乗じて得た額
（算定した額が１００円を超える場合は、１００円未満の端数を切り捨てる。算定した
額が１００円を超えない場合は、その額とする。）

使用時間

個人使用

全
面
使
用

区　　分

ト
レ
ー

ニ
ン
グ

ル
ー

ム

第７会議室

第８会議室

午後９時３０分まで

午後６時から

夜の部

2,800

円

3,300

（算定した額が１００円を超える場合は、１００円未満の端数を切り捨てる。算定した
額が１００円を超えない場合は、その額とする。）

料理教室

第２会議室

第１会議室

（算定した額が１００円を超える場合は、１００円未満の端数を切り捨てる。算定した
額が１００円を超えない場合は、その額とする。）

第９会議室

第３会議室

第４会議室

第５会議室

第６会議室

1,200

1,300

1,200

1,300

1,000

1,200

1,300

1,200

1,000

1,500

250
















